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はじめに 

 

小樽市食品衛生監視指導計画について 

 

小樽市では、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第２４条第１項の規定

及び食品衛生法に関する監視指導の実施に関する指針（平成１５年厚生労働省告

示第３０１号）に基づき、小樽市食品衛生監視指導計画を策定し、計画に基づき

効果的かつ効率的に監視指導等を実施することによって、食品等に起因する衛生

上の危害の発生を防止し、食品の安全性確保を図ります。 

 

 

食品の安全性に関する課題 

 

● 食中毒発生状況 

   全国において発生する食中毒は、依然としてカンピロバクター及びノロウイ

ルスによる食中毒、また、近年では寄生虫であるアニサキスによる食中毒が上

位を占めています。 

カンピロバクターによる食中毒は主に鶏肉を生又は加熱不十分な状態で喫食

することにより発生すること、ノロウイルスによる食中毒は冬期に多発し、食

中毒事件１件当たりの患者数が多くなる傾向にあること、アニサキスによる食

中毒は生鮮魚介類を生食することにより発生することが知られています。 

そのほか、平成３０年には、同一遺伝子型による腸管出血性大腸菌Ｏ１５７

による食中毒疑い事案が、複数の都県にまたがり、高齢者施設を含む複数の施

設において広域的に発生しました。また、近年、有毒植物を食用と誤食するこ

とによる食中毒が全国で相次ぎ、平成３０年４月及び７月には、北海道内にお

いて、有毒植物であるイヌサフランの誤食による死亡事故が発生しました。 

 

● ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の導入の推進 

ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point（危害分析・重要管理点

方式））は、先進国を中心に義務化が進められており、国際基準としても知ら

れる衛生管理の手法です。食品の安全性を確保するために、我が国においても

ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の普及が求められています。 

そのため、平成３０年６月１３日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公

布され、原則として全ての食品等事業者（以下、事業者）にＨＡＣＣＰに沿っ

た衛生管理に取り組むことが盛り込まれ、ＨＡＣＣＰの制度化が示されまし

た。制度の本格的導入にあたっては、実質３年間程度の準備期間が設けられて

いますが、円滑な制度化への対応が求められます。 
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● 食品表示対策 

食品表示法は、これまで３つの法律にまたがっていた基準を一本化するため、

平成２７年４月に施行され、新たな食品表示制度が始まりました。食品表示法

によって新たに定められた食品表示基準は、新元号２年３月３１日までの５年

間の経過措置期間が設けられ、それまでに全ての事業者が食品表示基準に従

い、適正な表示を実施しなければなりません。 

 

 

平成３１年度の基本方針 

 

食品の安全性確保については、事業者が第一義的責任を有しています。そのた

め、事業者の自主的な衛生管理の推進を重点におき、事業者が食品の安全性確保

という責務を果たし安全な食品等を供給できるよう、監視指導を実施します。そ

のためには、ＨＡＣＣＰによる衛生管理の導入が効果的であり、ＨＡＣＣＰによ

る衛生管理の導入の推進を図るとともに、円滑に制度化に対応できるよう、事業

者への制度の周知や段階的な導入に向けた支援等を重点的に実施します。 

食中毒対策については、カンピロバクター、ノロウイルス、アニサキス、腸管

出血性大腸菌Ｏ１５７及び有毒植物による食中毒の防止を重点項目とします。事

業者のみならず市民を対象として、最新の知見や食中毒の発生状況に応じて、効

果的な食中毒予防啓発を目指します。特に、小樽の地域性を考慮し、観光地周辺

や寿司店、うに加工施設、市場等について、引き続き監視指導を実施します。 

食品表示対策については、食品表示法経過措置期間終了の年度となることか

ら、適正な表示が実施されるよう、事業者への周知徹底を図ります。 
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Ⅰ．監視指導計画の策定と実施体制 

 

１．実施機関及び範囲 

 
監視指導計画の実施期間は、平成３１年４月１日から新元号２年３月３１日ま

でとし、実施範囲は小樽市内とします。 

 

２．実施体制 

 

小樽市保健所生活衛生課食品衛生グループが主体となり、関係機関及び部局と

の連携を図りながら円滑に監視指導計画を進め、事業者への監視指導等について

は、食品衛生監視員が実施します。また、国や他自治体、市内関係部局等、関係

機関と連携を図ります（→詳細は４ページ「Ⅱ．関係機関との連携」へ）。 

 

【実施主体とその役割】 

実施主体 実施内容 

食品衛生グループ 

○ 監視指導計画の策定 

○ 事業者への監視指導、衛生教育 

○ 食品の収去検査 

○ 不良食品及び食品の苦情に係る調査 

○ 食中毒及び有症苦情に係る調査 

○ 輸出食品衛生証明書に関する業務 

○ 食品衛生法に基づく営業許可の業務 

○ 北海道条例に基づく営業許可及び登録の業務 

○ 調理師・製菓衛生師の資格試験及び免許申請事務 

試験検査グループ 

理化学サブグループ 

○ 食品の収去による理化学検査（食品添加物、残留農薬、 

その他食品の成分規格検査等） 

○ 不良食品及び食品の苦情に係る理化学検査 

試験検査グループ 

臨床サブグループ 

○ 食品の収去による細菌検査 

○ 不良食品及び食品の苦情に係る細菌検査 

○ 食中毒及び有症苦情に係る細菌・ウイルス検査 

 

３．実施結果の公表及び次年度監視指導計画の策定 

 

平成３１年度の監視指導計画の実施結果は新元号２年６月３０日までに、上半

期の結果は新元号元年１０月３１日までに小樽市保健所ホームページにおいて公

表します。また、次年度の監視指導計画の策定は、パブリックコメントを実施

し、市民から広く意見を求め、市民との意見交換を目指します。 
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Ⅱ．関係機関との連携 

 

１．広域連携協力について 

 

平成３０年６月１３日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、国及

び都道府県等は、食中毒患者等の広域にわたる発生等及び広域流通食品等に関し

ての違反の防止のため、相互に連携を図りながら協力しなければならないものと

するとされました。この広域連携協力規定に基づき、広域的な食中毒等が発生し

た場合は、円滑に連携できるよう努めます。 

具体的には、広域的に食中毒事案や違反・不良食品、食品等の事故が発生した

場合は、厚生労働省等の国、北海道、道内保健所設置市（札幌市、旭川市及び函

館市）及び道外他自治体と情報交換を密にし、迅速かつ適切に原因調査、情報共

有等が行われるよう、連携体制を確保します。 

 

２．その他の関係機関との連携 

 

１）北海道厚生局及び検疫所との連携 

総合衛生管理製造過程承認施設※に対する監視指導及び輸出水産食品関係業務

について、北海道厚生局と連携して行います。また、輸入食品に関する違反等

があった場合は、検疫所と連携して対応します。 

※ 食品衛生法第１３条に基づく総合衛生管理製造過程の承認施設 

 

２）食品表示に関する連携 

食品表示法所管機関と情報交換を図り、適正な表示について指導します。特

に、品質事項を所管する機関と連携し、包括的な指導を目指します。 

 

３）農林水産部局との連携 

食品の安全性を確保するためには、生産から消費に至る食品供給工程の各段

階において、必要な措置が講じられる必要があります。そのため、残留農薬違

反等、農林水産物の生産段階における安全性が危惧される場合は、関係農林水

産部局との連携を図ります。 

 

４）感染症発生時の対応 

市内において、食中毒が疑われる集団感染症等の発生があった場合は、小樽

市感染症担当部局と協力して食中毒関連調査を行います。 
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５）他団体との連携 

小樽市食品衛生協会と連携し、市内飲食店等への巡回指導や街頭 PR 等につい

て協力し、事業者における自主的な衛生管理の効率的な推進を目指します。 

 

 

【関係機関との連携のイメージ図】 
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○ 食品衛生法に基づく営業許可施設 

 ○ 食品の製造販売行商等衛生条例に基づく営業許可・登録施設 

 ○ 学校、病院、社会福祉施設等で食品を提供する施設（給食施設） 

 ○ イベントなどで食品を取り扱う臨時営業施設 

○ その他、食品を製造又は販売する施設 

 

Ⅲ．監視指導対象施設と監視予定数 

 

１．監視指導対象施設 

 

以下の施設を対象として、監視指導を行います。 

（Ｈ３０．３．３１現在 監視指導対象施設数 ３，５９７施設） 

 

 

 

 

 

 

 

２．監視予定数 

 

  平成３１年度の監視予定数は次の表に基づき、＜３，６００回＞とします。 

 

回数 対象施設 内容 

年２回 

以上 

○ 過去３年以内に行政処分を受けた施設 

○ スーパーマーケット・市場 

○ 魚介類せり売施設、青果卸売市場 

○ 大量調理施設 

○ ホテル・旅館（定員１００人以上） 

○ 大型商業施設（ウイングベイ小樽） 

○ 広域流通食品の製造施設 

広域的・大規模食中毒や食中

毒の再発等を防止するため、

重点的に立入検査等を実施し

ます。 

年１回 

以上 

○ ホテル・旅館（定員１００人未満） 

○ 洋・和生菓子製造施設 

○ 寿司店、観光地周辺施設 

○ うに加工施設 

○ 海水浴場施設 

○ スキー場の営業施設 

○ 給食施設 

寿司店や観光地周辺施設、う

に加工施設等、小樽の地域性

を考慮し、立入検査や周知文

書の配布等を行い、計画的に

監視指導を実施します。 

２年に 

１回以上 
○ その他の飲食店、製造施設等 

巡回指導等を通して監視指導

を実施します。 

適 時 

○ 許可・登録を有する自動販売機 

○ 食品販売施設 

○ 臨時営業施設 

○ 自動車営業施設 

必要に応じて、適時監視指導

を実施します。 
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○ 管理運営基準を遵守していること。 

   （施設の衛生管理、食品の衛生的な取扱い、従事者の衛生管理等） 

○ 施設基準に適合していること。 

   （手洗い設備、防そ・防虫設備、給排水設備の設置等） 

○ 不衛生又は有害な食品が販売されないこと。 

○ 食品衛生法に基づく食品の規格基準及び国の通知に基づく衛生規範

等に適合すること。 

○ 食品の表示が適正であること。 

 

Ⅳ．監視指導の実施内容 

 

１．共通監視指導事項 
 

食品衛生法及び食品表示法に基づき、次について監視指導を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、上記のほか、食品群ごとに、食品供給行程（フードチェーン）の各段階

に応じて、次の重点指導事項に基づき、監視指導を実施します。 

食品群 供給工程 重点指導事項 

食肉及び食肉製品 

食肉処理・食肉製品製造施設 
○微生物汚染の防止の徹底 

○製造・加工の記録の作成及び保存 

貯蔵・運搬・調理・販売施設 
○適正な温度管理、衛生的な取扱い 

○加熱調理の徹底 

乳及び乳製品 
乳処理・乳製品製造施設 

○微生物汚染の防止の徹底 

○製造・加工の記録の作成及び保存 

貯蔵・運搬・調理・販売施設 ○適正な温度管理 

食鳥卵 
食鳥卵取扱製造加工施設 

○新鮮な正常卵の受入れの徹底 

○洗卵時・割卵時の汚染防止の徹底 

○製造・加工の記録の作成及び保存 

貯蔵・運搬・調理・販売施設 ○低温保管等温度管理の徹底 

魚介類及び 

水産加工品 

製造加工施設 

○微生物汚染の防止の徹底 

○生食用鮮魚介類の衛生管理の徹底 

○製造・加工の記録の作成及び保存 

貯蔵・運搬・調理・販売施設 

○適正な温度管理 

○フグの衛生的な処理の徹底 

○加熱を要する食品の加熱調理の徹底 

○アニサキスなどの寄生虫対策 

野菜、果実等 

及びその加工品 

製造加工施設 
○微生物汚染の防止の徹底 

○製造・加工の記録の作成及び保存 

貯蔵・運搬・調理・販売施設 

○残留農薬検査 

○生食用野菜・果物の衛生的な取扱い 

○有毒植物対策 
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２．重点的な監視指導項目 

 

 １）食中毒の予防 

● カンピロバクターによる食中毒 

カンピロバクターによる食中毒は、生又は加熱不十分な鶏肉料理が原因とな

ることが多く、細菌性食中毒発生件数の約７割を占めています。そのため、食

肉の生食等の危険性について、市民をはじめとして広く周知するとともに、飲

食店等の事業者に対し十分な加熱調理等について指導します。 

 

● ノロウイルスによる食中毒 

ノロウイルスによる食中毒は冬期に多発し、１件当たりの患者数が多くなる

傾向にあることから、公衆衛生上、注視されています。その約８割は調理従事

者を介した食品の汚染が原因とされているため、調理従事者の衛生管理の徹底

を重点に置き、事業者への監視指導を実施します。 

 

● 腸管出血性大腸菌による食中毒 

    腸管出血性大腸菌による食中毒は例年発生しており、死者が発生する事案

もあることから、その予防対策が強く求められています。 

平成３０年に、高齢者施設を中心に、同一の遺伝子型の腸管出血性大腸菌Ｏ

１５７による感染症・食中毒事案が広域的に発生しました。これらの事案で

は、共通の食材であるサンチュが提供されていたことから、高齢者等の抵抗力

の弱い方を対象に食事を提供する施設に対して、野菜等を加熱せずに提供する

場合には、殺菌を行うよう指導するなど、予防啓発に努めます。 

 

● 有毒植物による食中毒 

有毒植物による食中毒が多発しており、平成３０年には、全国で有毒植物を

食用と誤食した食中毒が相次いだほか、道内では死亡事例が発生しました。 

有毒植物による食中毒を予防するために、市民を中心に対象として、有毒植

物の正しい知識の普及に努めます。また、青果販売店において有毒植物が混入

しないよう、併せて青果市場等へ対して周知を図ります。 

 

● アニサキスによる食中毒 

近年、アニサキスによる食中毒が上位を占める傾向にあり、小樽市内では、

平成３０年に３件発生しました。３件のうち２件は家庭で発生したことから、

主に市民を対象として予防啓発に努めます。また、魚介類販売店等において、

店頭で周知を行うよう指導し、市民への効果的な啓発を図ります。 
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２）ＨＡＣＣＰによる衛生管理の導入の推進 

ＨＡＣＣＰによる衛生管理について、認知度が未だ低く、また、導入数が少

ないことから、リーフレットの活用、講習会の開催等により事業者に普及を図

り、円滑に制度化に対応できるよう導入の推進に努めます（→詳細は１３ペー

ジ「Ⅷ．事業者における自主的な衛生管理の推進」へ）。 

 

３）新たな食品表示制度について 

新たな食品表示制度について、経過措置期間である新元号２年３月３１日ま

でに完全移行できるように、従来の基準から変更された点を重点的に食品表示

に係る講習会を開催するなど、市内関係事業者に対する周知徹底を図ります。 

 

３．継続的に実施する監視指導施設 

  

１）うに加工施設 

毎年５月中旬頃から始まるうに漁に合わせて、うに加工施設の立入検査を小

樽市漁業協同組合と連携して行います。うには消費期限が短く、そのまま食べ

ることが多い食品のため、取扱いが衛生的に行われるよう全施設の立入検査を

実施します。立入検査時には、手洗い設備、人工海水器、保管設備等の状況を

中心に確認し、必要な指導を行います。 

 

２）海水浴場施設 

小樽市は海岸線が長く、おたるドリームビーチをはじめ毎年複数の海水浴場

が開設されています。海開きに合わせて食品を提供する海の家等の関係施設へ

の立入検査を実施し、手洗いの励行や食品の温度管理の徹底等、食品の衛生的

な取扱いについて指導します。 

 

３）観光地周辺施設 

小樽市には毎年多くの観光客が訪れています。観光客が集中する大型連休前

等に、小樽運河周辺や大型商業施設等の飲食店を中心に、食品の衛生的な取扱

いについて注意喚起し、食中毒の防止を図ります。 

 

４）給食施設 

病院や学校、保育所、高齢者施設等において食事を提供する給食施設につい

て、厚生労働省が示す大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき厨房内の点検

を行い、衛生管理の徹底について指導します。特に、大量調理施設※について

は、大規模食中毒の発生を防止するため、重点的に監視指導を実施します。 

※ 同一メニューを１回３００食又は１日７５０食以上提供する施設 
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４．一斉取締りによる監視指導 

 

気温が高くなり食中毒が発生しやすくなる夏期及び多種多様な食品が多く出回

る年末に、食品製造施設等に対する一斉取締りを行い、収去検査（→詳細は１１

ページ「Ⅴ．食品の収去検査」へ）を活用した監視指導を集中して実施します。 

 

５．市内神社祭典等の臨時営業施設の監視指導 

 

毎年、神社をはじめ市内各所で年間を通じさまざまな食品の提供を伴う祭典、

イベントが開催されます。これらの多くがテント等の仮設施設における営業であ

るため、食中毒防止の観点から、提供品目を原則として調理工程が簡易なものに

限定し、食品の取扱いが不衛生にならないよう、食品の適切な管理及び十分な加

熱について指導します。また、巡回時に手洗い設備の設置を確認するなど、手指

の洗浄・消毒について重点的に監視を実施します。 

 

６．飲食店等の巡回指導 

 

小樽市食品衛生協会が実施する食品衛生指導員による一斉巡回指導に同行し、

食品衛生指導員とともに、市内の飲食店等の巡回指導を行います。巡回時には施

設の衛生状況、特に、手洗い設備の状況を重点的に確認し、事業者に手洗いの重

要性、手を洗うタイミングなどについて指導します。また、ＨＡＣＣＰ制度化に

円滑に対応できるよう、記録の作成の重要性等についても併せて指導します。 

 

７．広域流通食品の製造施設への立入検査 

 

広域流通食品の製造施設による大規模食中毒や食品事故等の発生を防ぐため、

施設への立入検査を行い、食品の衛生的な取扱いについて指導するとともに、食

品の収去検査を実施し、食品衛生法の規格基準等に適合しているか確認します。 

 

８．適正な食品の表示 

 

スーパーや市場等の監視時及び収去検査時に、食品の適正な表示について引き

続き監視します。食品表示は、ＪＡＳ法担当部局等が所管する事項（品質事項）

もあることから、関係機関と情報共有を図りながら連携して指導を行います。 
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Ⅴ．食品の収去検査 

 

 収去検査とは、検体となる食品等を事業者から必要最少量を採取し、食品衛生法

による規格基準等に適合しているかどうか確認するための検査です。市内で製造、

調理された食品の安全を確認するため、主に一斉取締り時に集中して行い、その他

の時期にも適時実施します。収去検査は、以下の実施計画に基づいて実施します。 

収去検査対象食品 
検査項目 

検体数  
細菌検査 理化学検査 

魚介類※４ 

魚介類加工品※５ 
大腸菌群、腸炎ビブリオ、生菌数 

食品添加物（保存料、甘味

料、発色剤） 
 ７０ 

食肉 

食肉製品 

E.coli、黄色ブドウ球菌、サルモネ

ラ属菌、リステリア・モノサイト

ゲネス等 

食品添加物（発色剤、保存

料、甘味料、着色料） 
 １０ 

乳 

乳製品 
生菌数、大腸菌群 

成分規格（乳脂肪分、無脂

乳固形分、比重、酸度） 
 １０ 

アイスクリーム類 生菌数、大腸菌群 
成分規格（乳固形分、乳脂

肪分） 
 １５ 

弁当 

そうざい 
生菌数、E.coli、黄色ブドウ球菌 

食品添加物（保存料、甘味

料） 
 ７０ 

生鮮野菜・果物  残留農薬  ５ 

その他の食品※６ 
生菌数、E.coli、大腸菌群、腸炎ビ

ブリオ、黄色ブドウ球菌等 

食品添加物（保存料、甘味

料、酸化防止剤）、抗生物

質 

 ７０ 

計 ２５０ 

※４ 生食用鮮魚介類 

※５ 魚肉練り製品、たらこ・いくら・珍味等の水産加工品 

※６ めん類、菓子類、冷凍食品、清涼飲料水、酒精飲料、豆腐、漬物、はちみつ等 

 

● 違反又は不適合の場合 

検査の結果、食品衛生法の規格基準に違反又は衛生規範等に不適合であった

場合は、速かに結果を通知し、製造工程等を確認した上で改善事項について食

品衛生指導票等により指導・助言を行います。併せて、再度自主検査により衛

生規範又は規格基準等に適合していることを確認させます。 

また、違反食品が流通した場合は、回収等適切な措置を講じます。違反食品

が広域に流通する場合は、厚生労働省や関係自治体と連携して対応します。 
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Ⅵ．食中毒等発生時の対応について 
 

食中毒が疑われる健康被害の発生時には、有症者の喫食状況、症状、食品及び

検便検査、原因施設の衛生状況、同様苦情の有無の確認等必要な調査を行い迅速

な原因究明を図ります。 

原因施設に対しては、必要に応じて営業停止等の行政処分を行い、食中毒発生

の公表等により被害の拡大や再発を防止し、また、衛生教育等を実施するととも

に、行政処分後も継続的に監視指導を実施します。 

 

 

Ⅶ．保健所からの情報提供 
 

１．食中毒警報の発令 

 

７月から８月は気温が高くなるため、食品の取扱いについて特に注意を要しま

す。このため、その日の最高気温が２８℃以上と予想されるなど一定の条件に該

当した場合は、食中毒警報を発令し、市民や事業者に対し注意喚起します。 

発令時には、保健所玄関前への懸垂幕の掲示、ホームページへの掲載、市内中

心街の街頭放送、連絡網の活用、保健所車両スピーカーによる音声案内等によっ

て、警報発令の旨及び食品の取扱いについて注意するよう周知します。 

 

２．市民向け食品安全情報等 

 

ホームページやＳＮＳ、広報誌等を活用し、食品安全情報等の健康被害防止の

ための情報を発信します。また、市民や事業者等と食品衛生行政に関する意見の

交換を行い、食品の安全について相互理解に努めます。 

 

３．食品等の回収に関する情報について 

 

事業者から自主的な食品等の回収について報告があった場合は、必要に応じて

ホームページを利用して市民への情報提供を行うとともに、流通が広域に渡る場

合は、流通先の関係自治体へ情報提供します。 

 

４．関係法令等の周知について 

 

国からの法律・通知について、必要な情報を事業者に周知します。 
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Ⅷ．事業者における自主的な衛生管理の推進 
 

１．ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の導入の推進 

 

事業者における自主的な衛生管理を推進するためには、ＨＡＣＣＰに基づく衛生

管理の導入が効果的です。一般衛生管理の実施について継続的に指導することを基

本とし、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の普及に努めます。また、ＨＡＣＣＰの制度

化を見据え、次のことを重点的に実施し、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の導入の推

進について普及を図り、円滑な制度化への対応を目指します。 

 

１）「北海道ＨＡＣＣＰ」及び「ＨＡＣＣＰ評価事業」の普及 

北海道と連携し、「北海道ＨＡＣＣＰ自主衛生管理認証制度」及び「ＨＡＣ

ＣＰに基づく衛生管理導入評価事業」について、引き続き周知し、事業者が独

自にＨＡＣＣＰに基づく衛生管理を実践できるよう普及を図ります。 

 

２）ＨＡＣＣＰ導入型基準の周知 

平成２７年度に管理運営基準が改正され、新たにＨＡＣＣＰを用いて衛生管

理を行う場合の基準（ＨＡＣＣＰ導入型基準）が盛り込まれました。既にＨＡ

ＣＣＰを導入している施設に対し、ＨＡＣＣＰ導入型基準の選択を推進し、選

択施設の増加を目指します。 

 

３）ＨＡＣＣＰ講習会の開催 

事業者に向けて、業者の形態や規模等に合わせたＨＡＣＣＰ講習会を小樽市

で開催し、事業者自らがＨＡＣＣＰに基づく衛生管理を実践し、食品等の製造

や加工、調理等に役立てられることを目指します。 

 

２．食品衛生優良店舗等の表彰 

 

  小樽市食品衛生優良店舗等審査会条例に基づき、年１回、食品衛生の向上及び

増進に努めている市内の食品衛生優良店舗等に対して市長表彰を行います。表彰

することにより、事業者の食品衛生管理意識の向上を図ります。 
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Ⅸ．食品衛生に関する人材等の資質の向上 

 

１．事業者の資質の向上 

 

１）食品衛生責任者実務講習会の受講促進 

   食品衛生責任者に対し、食品衛生に関する新しい知識の定期的な習得を目的

とし、食品衛生責任者実務講習会の積極的な受講の促進を図ります。 

 

２）衛生教育の実施 

事業者の依頼に基づき、講師を派遣し、食中毒の予防を中心とした衛生教育

を実施します。 

 

２．食品衛生監視員等の資質の向上 

 

１）研修会等の派遣 

生活衛生課には、食品衛生監視員、理化学検査・臨床検査の検査員等専門の

職員が配置されています。そのため、国や北海道等が実施する研修会等に派遣

し、専門的な知識を習得し、職員の資質向上に努めます。 

特に、ＨＡＣＣＰに関する研修会等については、ＨＡＣＣＰの制度化に向け

て積極的に派遣し、必要な知識及び技術の習得を図ります。 

 

２）検査体制における信頼性確保 

食品の収去検査等食品衛生法に基づいた検査については、高い信頼性が要求

されます。このため、試験検査グループにおいて、定期的な内部点検を実施す

るとともに、外部機関による精度管理を実施して信頼性の確保を図ります。 

また、検査機器について、機器の更新計画を立てて購入することとします。 

 

 

 

小樽市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ 
 

〒０４７－００３３  小樽市富岡１丁目５番１２号 

ＴＥＬ  ０１３４－２２－３１１８（直通） 

ＦＡＸ  ０１３４－２２－１４６９ 

E-mail   syokuhin-eisei@city.otaru.lg.jp 

 


